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地域づくりの楽しさ

地方議員(区議会議員〉の代表的な役割の つは、� tちろん、行政の監視役として区長

の執行する施策に目を光らせることです。実際、� i也万自治活の中には議決権や調査権lこ関

する規定が定められています。ま疋、憲法� 93条においては、� i也万議会は「議決機関」と明

確に規定されています。予算案や条例を最終的に議決するのは、ほかでtない議会の仕事

であり、その議決権を持っているのは一人一人の議員です。

しかし、こうし疋地方自治活や憲法にあるようなやや堅苦しい規定とは別に、各議員に

はそれぞれが暮らす地域の街づくりという、日常生活により直結した、またより分力¥りや

すい生活密善型の役割t期待されていると言えるでしょう。特に、各議員が実際に自宅を

構えている生活圏の街づくりにおいて、議員の存否は重要な意日未を持ちます。

行政に対する監視役としての議員、まだ議決権を持つ者としての議員という考え万にお

いては、むしろ選挙区全体つまり江戸川区全体の問題として大局的!こ課題に取り組むこと

が期待さ杓ています。それに対して、各議員が実際に暮らしている地域周辺の問題におい

ては、普段からそこの地域情報が他の地域のそれよりtより早く、ま疋より多く集まるこ

とtあり、柔軟に取り組むことが期待されます。区全体か、選挙区ではあってt、実際には、

各議員の支援者分布がゆるやかな地域劃りに基づいている事実在考えると、自然な現象と

言えるでしょう。

こうした、実際に暮らしている地域の街づくりに関わることは、議員にとってち地域住

民と一緒に街づくりに取り組んでいくという実感を得ることのできる作業であり、やりが

いのある仕事と言えます。まさに、「地域」あっての区議会議員です。私t、小島・宇喜田

地域に住む一人として、まだ議員として、合後とtこの地域の街づくりに取り組んでいき

だいと思っています。
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地域づくりと中川堤防耐震工事

さて、そういつだ地域づくりに私が関わっ走事例として、中川堤防耐震工事(正式には、

中川左岸防潮堤耐震補強工事)について簡単に紹介させていだだきます。 

tとをたどれば、数名の地域住民の万々から寄せられた、西葛西 1丁目 1番地付近の土

手下道路部分のしぼり水に対する不安と不満の声からでした。土手下部分のし lまり水自体

は、 10m以上におよぶ堤防を越えて川の水が染み出したちのではなく、土手のコンク Ij-

卜壁や堤防道路のアスフアルトが吸収した雨水がいちばん低いまたは自の粗い側面部分か

ら少しずつ染み出してくるちのだということがわかりました。

し力¥し、この正体をきちんと導き出し、そこに暮らす地域社会全体が納得し、不安なく

理解するためには、当然、一定の手続きがl必要となります。合回、区土木部を通して東京

都第五建設および江東治水事務所に地域への説明会開催を依頼し、小島町会(中里晴彦町

会長)の全面的な協力のちと、昨年 11月にしぼり水および堤防耐震工事に関する住民説明

会が実現しました。平日日中の開催lこtかかわらず、問題意識を共有する地域住民およそ 

20名の万々が集まり、都側の説明を受けだあと、日宣々諸々(けんけんがくがく)のやりと

り、そして現地視察を経、腰の重い都側を動かすことに成功しました。

一度に全ての対策工事が執り行われるわけではありませんが、現在、しぼり水現象が絶

えぬに tかかわらず先送りされてきた地域付近の耐震補強工事が順次進んでいます(写真 

1) 地域住民の不安にこたえてい0 

くのが議会と行政の仕事の つ

です。公共性のない昌勝手な地域

工ゴの論理では tちろんいけま

甘んが、防災や公共の福祉に関わ

る地域問題に取り組むことは、重

要な活動と言えます。また、そう

いった問題解決に関わることが

できるというのは、有権者、議員

の別なく、地域づくり、街づくり

の醍醐昧と呼べるでしょう。

写真 1→

その他の話題

次に、次頁の写真 2Id:旧葛西海岸堤防の碑。「放射 16号線整備に伴う地域協議会」が中 

lりとなって区や都にはたらきかけ、旧葛西海岸堤防跡を葛西の歴史を後世に語る碑として

残すことになりました。

さらに、いくつかの堤防塊が近隣の区立小学校(第五葛西小学校、第三葛西小学校、西

葛西小学校など)に展示され、子供たちが葛西の歴史を体験的に学びとる教材として利活

用されることが期待されています。 
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写真� 2→� 

2004年� 9月本会議において、私は一般質問を行いました。以下、質問における区長と

のやりとりの抄録です

本会議レポート� / 2004年� 9月議会における一般質問� 

|個人情報保護条例の改正に向けて

<はじめに>

圃個人情報保護条例の改正同町いくつかの課題について質問させていただく。類似テ マ
の一般質問がここ何回か自身の登壇の中で続いており、恐縮だが、この何年かが実際に園でt自治

体でt電子自治体の構築、中で� t個人情報保護制度をめぐる議論がさかんに行われてきた禁明期あ

るいは過渡期であった点、また固での個人情報保護関連五法の成立を受けて、我が区における条例

改正のタイミンゲを考えると、舎が、大きな制度改正前に余裕をちって意見を述べることのできる

最後のチャンスであるという点、これら二つの事情を考慮し、ご理解いだだき疋い。

<個人情報保護条例の改正に対する姿勢>

画 昨年成立し疋関連五法の施行がいよいよ来春に迫つだ(議会での質問時と区議会レポート発効

時の時間差により、記述にズレが生じているが、法はすでに� 2005年4月1日より施行されている)。先進諸国の

中でち、これまで個人情報保護の浩整備が遅れてきたわが国は� EU指令や住基ネッ トシステム稼動

に伴う世論の高まりに押される形で、同j去を成立させた。今まで多くの自治体が固に先んじて先進

的内容を含んだ保護条例を制定する例が目についてき疋が、同法の成立によって、形勢は逆転し、

舎は多くの自治体が保護法制に則った制度整備に追われている。我が区の場合� t例外では芯く、情

報公開及び個人情報保護審査会を中山に現行の保護条例の抱える課題について多くの検討がなさ

れている。ま疋、� 8月� 20日の広報においては「江戸川区個人情報保護条例の改正に向けての意見

雰集J B行われてい定。

多くの自治体で保護条例の改正が進む中、良く t悪く t我が~の保護条例に対する注目度は決し

て低くは芯いと感じることがある。私自島、関 I~\の高い分野で、あるため、個人情報保護制度関連の

研修会や勉強会等にしばしば参加してきたが、参加者向けの資料やパネル怠どには、宇治市に次い� 
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で我が区が二番目仁多く取り上げられると言ってち過言ではない。言うまでちなく、住民の個人情

報の漏洩事件を起こしてしまつだ自治体の例として、である。合さら起こってしまつだ事件がどう

のこうのということでは全くない。そうではなく、その後志進む一層の情報化の中で、辛酸をなめ

た自治体はい力¥に前輪の轍を踏まないための具体策づくり lこ取り組んできたかという意味での注

目を浴びている、ということだ。保護条例の改正に向けた検討作業において、やはリ 番大切なの

は、この不名誉な経験を二度と起こさないための制度づく りという危機意識を持ち続けることだと

思うが、い力¥が力¥。

さて、我が区の事件よりちその漏洩の規模という点あるいは最高裁まで争われだという点などに

おいて特異な存在となった宇治市では、その苦い経験が確実に反面教師として作用し、平成 15年 

3月、関連五法成立前としてはかなリ斬新な内容を含んだ改正条例を成立させた。宇治市のスタン

スにおいて最ち特徴的なちのは 「二度と加害者にならないための条例改正 Jrデータ保護からプラ

イパシ一保護へ」という理念であつだ。十分に耳在傾けるべき価値があると思われる。

現在、 富査会でち検討されていると思うが、条例改正に向けてのスタンス、 あるいは条例の目的

に対する考え万というちのによって、その規定内容は大きく方向づけられてくる。開示請求権や訂

正請求権など、区民の自己情報に関する具体的権利 l性の保障がすでに現行の目的の中に盛り込まれ

ているのだ、力¥ら、それはすなわちプライパシーの権利の積極的 ・請求権的側面と言われる 「自己情

報コントロール権の保障」を意味しているにほか怠らない。そうであるなら、 「プライパシーの権

利の保障」とまでは言わずと t、「自己情報コントロール権の保障」という文言を目的中に明記す

ることに踏み込んだと して t、プライパシーの権利意識の高まりと電子化の急速な進展という合後

ち確実に続く時代の趨勢を考えれば、早晩必要な動きであり、得るちのはあってち、失うちのは何

ちないと思われる。この点、区長はどうお考えか。

園 個人情報保護は、 J情報化を進める中で大変重要怠問題だ。十年ほど前、江戸川区にとって不

名誉な事件が起こった。ただし誤解なきょう付言すれば、区が医師会に委託している健康診断事業

のデ タ芝、医師会に勤務してい走退職職員が漏洩したというちのである。区が委託している健診

事業であっただめ、江戸川区ち大いにイメージダウンを受けたし、また問題意識ち高まったと思う。

セキュリティの問題|手、合、情報化を進めていく中で一番重要な問題だと思う。

画 例の事件が委託した先で起こったことだということは当然認識している。柏市の場合ち委

託先の事件だ。しかし、管理者責任は自治体にあるのだ。

<個人情報保護条例改正をめぐる具体的検討課題>

画 条例改正iこ伴ういくつかの具体的な検討課題について触れ疋い。

最初に、外部結合に伴う危険性への対応である。電子データのネットワーク化の流れは、住基ネ

ットや LGWANあるいはインターネットとの結合を必然のちのとしだ。当然、外部のネットワーク

仁は我が区の管理権限は及ばない。区の情報化推進本部がいくら万全のセキュリティ在確立してち、

結合する外部組織のセキュリティホール力¥ら事件が発生する可能性は排除できない。そのための制

度的対策として、 疑わしき事態の発生時には、区長に外部組織への調査及び報告の請求をすること、

あるいは区長に調査及び報告の責務規定を課すことなどが検討されるべきであると考えるが、いか

がか。

次!と、個人情報の取り扱いに関する苦情 ・相談の窓口についてである。電子データ化の進展とプ 
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ライパシー権に関する意識の高まりを考えれば、今後t自己情報の取り扱いをめぐる相談の問い合

わせは増えることが考えられる。難しい制度恰専門的なセキュ Ijティ技術を感じさぜない、区民に

とってアクセスしやすく、まだ理解しやすい吉 11胃・相談の窓口の整備は合後 B~、要と考えるが、い

かがか。

続いて、罰則規定に関し、外部の受託蓄に対する規制と出資法人についてち触れながら、お伺い

し疋い。まず、実施機関の職員に対する罰則規定である。行政機関個人情報保護法ではその五十三

条において、行政機関の職員が正当な理由たよく個人情報ファイルを提供しだときには 「二年以下の

懲役又は百万円以下の罰金に処」されるという罰則規定が盛り込まれている。国・自治体の31Jを問

わず、同様の規定は必要であろう。上乗せ条例とまでは言わないが、同程度の規定は条例中に舎や

不可欠だと思われるが、いかがか。

次に、受託者の規制について。アウトソーシンゲの利点、や財政の刻率化という観点、から t、外部

への業務委託を怠くすということはありえない。いっぽう行政の現場では個人情報を取り扱う業務

がほとんどであるから、私疋ちは事件発生の可能性を常に認識しながら制度をつくっていく必要が

ある。宇治市Id:Bちろん、条例改正lご取り組んでいる自治体では、その重責を蓄え、業務を委ねる

受託蓄に対して t職員と同様の厳しい罰則を課すところが増えているが、この点についてはどのよ

うにお考えか。似疋ような議論は出資法人の職員について t同様に成り立つ。市Ij度的には31J組織、
別法人であったとして t、一般区民の白から見定出資法人への素朴な理解はやはり区の機関という

のが平均的な tのであると思われる。そうであれば、出資法人の職員についてち、努力義務規定以

上の、事件を防ぐために区民にきちんと説明がつき、抑止力ち期待できる、条例と同程度の罰則規

定が期待されてし力¥るべきかと思われる。指定管理者制度との調整が必要芯部分があろうが、この

出資法人の規制をめぐる問題について t何らかの工夫が必要であると思われる。

園舎、審査会に条例改正についての考え万を検討して tらっている。外部結合の規制強化をは

じめとし、 6項目にわだる諸事項の指摘をいただいたが、これらはいずれt審査会において検司中

の 15項目の中に含まれている。いろいろ研究してちらっているので、審査会の意見を聞か怠けれ

ば芯らないと考えている。

この問題は条例改正の問題であるが、自治体の情報化に関するある大学の研究室(*これは、 2004

年夏に行われた摂南大学の島田達巳教授らによる「電子自治体進展度調査jのこと)による調査報告による

と、今、江戸川区で進めている LANをはじめとした情報化のレベルは高く、特にセキュリティ部

門においては全国一と評価されている。総合評価では全国五位となっている。区はセキュリティ問

題については大変力を入れてきだので、その結果が、こうした調査により検証されだというふうに

考えている。 tっと t、だ、からといって、これで終わりとは思わ広い。合後ち条例改正を含め、こ

の問題について十分に研究していきたい。

割審査会で検討中ということちあって細力叩分への発言はなかつだが、区長から、大枠とし

て前向きな答弁をいただいたと認識している。

セキュ Ijティの話については、日本社会情報学会において大きく取り上げられたということを伺

っている。

舎後ち総務課と情報政策課とがぜひ協力し合いながら、条例改正に向けて、積極的に取り組んで

いって tらいたい。 
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--1 ト一般質問について補足すると

この時の一般質問においては、持ち時聞が 10分しかなかったため、十分なやりとりを行なうこと

ができませんでした。不十分に感じた答弁部分に関しては再質問を行ないたかったのですが、それ

が叶いませんでした。ここに、自分の意見を含め、いくつかを補足しておきたいと思います。区長

の答弁の中から 2つ気づいた点がありました。 批判的な点が 1っと、 所感が 1つです。

批判点のほうから記します。それは、例年の江戸川区における個人情報漏洩事件について、委託

事業者の仕業であるということを強調しているように感じられる点です。確かに、第一の責めを負

うべきは委託事業者です。 しかし、自治体における個人情報漏洩事件の多くが委託事業者による漏

洩であり、宇治市の漏洩事件をめぐる最高裁判所判例からも明らかなように、最終的な管理者責任

は自治体にあるとされ、自治体は損害賠償責任を課せられるという動かしようのない事実を忘れる

べきではありません。ですから、ことさら委託事業者がやったことだと 強調するよりも、区の管理 

1 者責任に目をつぶらずに認識するとしづ 姿勢こそ、今後の個人情報保護制度の改善には有効にはた

らくと思われるのです。

もう一つは、所感です。私がこの一般質問を行った時は、本文中にもあるとおり、個人情報保護

条例の改正について区の審査会でちょうど検討作業が進んでいる時でした。条例改正に向けた審議

と検討を、区民や識者から構成される審査会に依頼していた区としては、その審査会の議論の頭を

越して、あれこれ見解を述べることにはやはり遠慮があったようです。具体的な質問に対する区長

の考えを引き出すことができなかったのは残念ですが、逆に言えば、審査会の答申を尊重するとい

う姿勢の現われだと確信しました。

|木村長人プロ  7ィール|
歴略 

• 1964年(昭和 39年)千葉県生まれ

.中央大学法学部政治学科卒業

.早稲田大学第一文学部哲学科哲学専修卒業

.米国ジョージ、タウン大学園際関係学部留学

・東京大学大学院学際情報学府修士課程修ゴ

・安田火災海上保険株式会社(現損保ジャJン)入社'¥
.米国下院議員タッ力一事務所インターン

.衆議院議員田中甲事務所秘書

・江戸川区議会議員(現在、二期日)

・江戸川区ヌポツダンス協会 副会長

江戸川トライアス口ン連合副会長

一議会での 殺害IJ一一
・福祉健康委員会委員

.街づくり・防災対策特別委員会委員

大この区議会レポートで取り上げる内容については、発行・頒布時期あるいは紙面編集の都合上、時期的に

相前後する場合があります。 

6 


	名称未設定
	名称未設定2
	名称未設定3
	名称未設定4
	名称未設定5
	名称未設定6

